
改善の内容

改 善 箇 所 説 明 図

①自主改善措置実施後の識別は、ＨＩＤヘッドライトのロットNo（白ペイント表示）にて
容易に識別できるため、特別な識別の追加は行わない。

①全車両、ＨＩＤヘッドライトを対策品と交換する。
②全車両、自動車検査証の記載事項を変更する。

識別

ＨＩＤヘッドライト

不具合発生箇所

専用部品
・ハーフカウル一式
・ＨＩＤヘッドライト一式
・エキゾーストマフラー一式
・ハンドル一式

①CB1300 SUPER FOUR専用のＨＩＤヘッドライトにおいて、ヘッドライト内部の反射構造が不適
切なため、ヘッドライトの光度を１ｍ又は３ｍの距離で前照灯試験器を用い測定した場合、保
安基準で規定されている光度を下回り保安基準不適合となるおそれがある。

②CB1300 SUPER FOUR専用に製作した部品を装着した車両において、当該部品を装着した状態で
寸法測定をしていないことから、自動車検査証の寸法に係る記載事項の変更が必要となる。

ベース車両

専用部品装着車両

不具合の内容


